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○
電
気
事
業
法
施
行
規
則
第
四
十
八
条
第
二
項
第
三
号
ロ
の
特
定
の
施
設
内
に
設
置
さ
れ
る
水
力
発
電
設
備
、
第
五
十
二
条
第

一
項
の
表
第
一
号
、
第
四
号
及
び
第
六
号
並
び
に
別
表
第
二
の
発
電
所
の
項
第
一
号
下
欄
の
１

の
小
型
の
水
力
発
電
所
又
は

（１）

特
定
の
施
設
内
に
設
置
さ
れ
る
水
力
発
電
所
、
同
条
第
一
項
の
表
第
二
号
及
び
第
五
号
並
び
に
別
表
第
二
の
発
電
所
の
項
第
一

号
下
欄
の
１

の
小
型
の
汽
力
を
原
動
力
と
す
る
火
力
発
電
所
、
同
条
第
一
項
の
表
第
二
号
及
び
第
六
号
の
小
型
の
ガ
ス
タ
ー

（２）

ビ
ン
を
原
動
力
と
す
る
火
力
発
電
所
、
第
五
十
六
条
の
表
第
四
号
及
び
第
五
号
の
小
型
の
水
力
設
備
又
は
特
定
の
施
設
内
に
設

置
さ
れ
る
水
力
設
備
、
同
表
第
六
号
及
び
第
七
号
の
小
型
の
汽
力
を
原
動
力
と
す
る
火
力
設
備
及
び
小
型
の
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
を

原
動
力
と
す
る
火
力
設
備
、
第
七
十
九
条
第
一
号
及
び
第
九
十
四
条
第
一
号
の
液
化
ガ
ス
を
熱
媒
体
と
し
て
用
い
る
小
型
の
汽

力
を
原
動
力
と
す
る
火
力
発
電
所
、
別
表
第
二
の
発
電
所
の
項
第
二
号
（
一
）
下
欄
の

の
小
型
の
水
力
発
電
所
の
発
電
設
備

（１）

又
は
特
定
の
施
設
内
に
設
置
さ
れ
る
水
力
発
電
所
の
発
電
設
備
並
び
に
同
号
（
一
）
下
欄
の

の
小
型
の
汽
力
を
原
動
力
と
す

（２）

る
火
力
発
電
所
の
発
電
設
備
を
定
め
る
件

平
成
二
十
七
年
四
月
三
十
日
経
済
産
業
省
告
示
第
九
十
九
号

改
正

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
経
済
産
業
省
告
示
第
六
十
一
号

改
正

令
和
四
年
十
二
月
十
四
日
経
済
産
業
省
告
示
第
二
百
二
号
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電
気
事
業
法
施
行
規
則
（
平
成
七
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
七
号
）
第
四
十
八
条
第
二
項
第
三
号
ロ
の
特
定
の
施
設
内
に
設

置
さ
れ
る
水
力
発
電
設
備
、
第
五
十
二
条
第
一
項
の
表
第
一
号
、
第
四
号
及
び
第
六
号
並
び
に
別
表
第
二
の
発
電
所
の
項
第
一

号
下
欄
の
１

の
小
型
の
水
力
発
電
所
又
は
特
定
の
施
設
内
に
設
置
さ
れ
る
水
力
発
電
所
、
同
条
第
一
項
の
表
第
二
号
及
び
第

（１）

五
号
並
び
に
別
表
第
二
の
発
電
所
の
項
第
一
号
下
欄
の
１

の
小
型
の
汽
力
を
原
動
力
と
す
る
火
力
発
電
所
、
同
条
第
一
項
の

（２）

表
第
二
号
及
び
第
六
号
の
小
型
の
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
を
原
動
力
と
す
る
火
力
発
電
所
、
第
五
十
六
条
の
表
第
四
号
及
び
第
五
号
の

小
型
の
水
力
設
備
又
は
特
定
の
施
設
内
に
設
置
さ
れ
る
水
力
設
備
、
同
表
第
六
号
及
び
第
七
号
の
小
型
の
汽
力
を
原
動
力
と
す

る
火
力
設
備
及
び
小
型
の
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
を
原
動
力
と
す
る
火
力
設
備
、
第
七
十
九
条
第
一
号
及
び
第
九
十
四
条
第
一
号
の
液

化
ガ
ス
を
熱
媒
体
と
し
て
用
い
る
小
型
の
汽
力
を
原
動
力
と
す
る
火
力
発
電
所
、
別
表
第
二
の
発
電
所
の
項
第
二
号
（
一
）
下

欄
の

の
小
型
の
水
力
発
電
所
の
発
電
設
備
又
は
特
定
の
施
設
内
に
設
置
さ
れ
る
水
力
発
電
所
の
発
電
設
備
並
び
に
同
号
（
一

（１）

）
下
欄
の

の
小
型
の
汽
力
を
原
動
力
と
す
る
火
力
発
電
所
の
発
電
設
備
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（２）

な
お
、
平
成
二
十
四
年
経
済
産
業
省
告
示
第
百
号
（
電
気
事
業
法
施
行
規
則
第
五
十
二
条
第
一
項
の
表
第
一
号
等
の
規
定
に
基

づ
く
小
型
の
も
の
若
し
く
は
特
定
の
施
設
内
に
設
置
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
水
力
発
電
所
等
）
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
九
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日
限
り
、
廃
止
す
る
。

（
特
定
の
施
設
内
に
設
置
さ
れ
る
水
力
発
電
設
備
）

第
一
条

電
気
事
業
法
施
行
規
則
（
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
四
十
八
条
第
二
項
第
三
号
ロ
の
特
定
の
施
設
内
に
設
置
さ

れ
る
水
力
発
電
設
備
は
、
当
該
水
力
発
電
設
備
を
構
成
す
る
水
力
設
備
の
全
て
が
次
に
掲
げ
る
施
設
の
い
ず
れ
か
に
設
置
さ

れ
る
も
の
と
す
る
。

一

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
土
地
改
良
事
業
に
係
る
農
業
用
用

排
水
施
設
（
ダ
ム
を
除
く
。
）

二

水
道
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
七
十
七
号
）
第
三
条
第
八
項
の
導
水
施
設
、
浄
水
施
設
又
は
送
水
施
設

三

下
水
道
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
終
末
処
理
場

四

工
業
用
水
道
事
業
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
八
十
四
号
）
第
十
一
条
第
一
項
の
導
水
施
設
、
浄
水
施
設
又
は
送
水
施

設
（
小
型
の
水
力
発
電
所
等
）
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第
二
条

規
則
第
五
十
二
条
第
一
項
の
表
第
一
号
、
第
四
号
及
び
第
六
号
並
び
に
別
表
第
二
の
発
電
所
の
項
第
一
号
下
欄
の
１

の
小
型
の
水
力
発
電
所
は
、
当
該
水
力
発
電
所
を
構
成
す
る
水
力
設
備
の
全
て
が
次
の
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ

（１）る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

一

ダ
ム
を
伴
わ
な
い
も
の

二

発
電
機
と
接
続
し
て
得
ら
れ
る
電
気
の
出
力
が
二
百
キ
ロ
ワ
ッ
ト
未
満
の
も
の

三

最
大
使
用
水
量
が
毎
秒
一
立
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

２

規
則
第
五
十
二
条
第
一
項
の
表
第
一
号
、
第
四
号
及
び
第
六
号
並
び
に
別
表
第
二
の
発
電
所
の
項
第
一
号
下
欄
の
１

の
（１）

特
定
の
施
設
内
に
設
置
さ
れ
る
水
力
発
電
所
は
、
当
該
水
力
発
電
所
を
構
成
す
る
水
力
設
備
の
全
て
が
前
条
各
号
に
掲
げ
る

施
設
の
い
ず
れ
か
に
設
置
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

（
小
型
の
汽
力
を
原
動
力
と
す
る
火
力
発
電
所
）

第
三
条

規
則
第
五
十
二
条
第
一
項
の
表
第
二
号
及
び
第
五
号
並
び
に
別
表
第
二
の
発
電
所
の
項
第
一
号
下
欄
の
１

の
小
型

（２）

の
汽
力
を
原
動
力
と
す
る
火
力
発
電
所
は
、
当
該
火
力
発
電
所
を
構
成
す
る
火
力
設
備
の
全
て
が
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で

及
び
第
六
号
又
は
第
七
号
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。
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一

発
電
機
と
接
続
し
て
得
ら
れ
る
電
気
の
出
力
が
三
百
キ
ロ
ワ
ッ
ト
未
満
の
も
の

二

最
高
使
用
圧
力
が
二
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
未
満
の
も
の

三

最
高
使
用
温
度
が
摂
氏
二
百
五
十
度
未
満
の
も
の

四

運
転
時
等
に
お
い
て
、
人
体
に
危
害
を
及
ぼ
さ
な
い
よ
う
に
、
蒸
気
タ
ー
ビ
ン
本
体
が
発
電
機
と
一
体
の
も
の
と
し
て

、
一
の
筐
体
に
収
め
ら
れ
て
い
る
も
の
又
は
施
錠
そ
の
他
の
通
行
制
限
の
た
め
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
部
屋
に
収
め

ら
れ
て
い
る
も
の

五

蒸
気
タ
ー
ビ
ン
本
体
の
損
壊
そ
の
他
の
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
も
、
当
該
事
故
に
伴
っ
て
生
じ
た
破
片
が
当

該
蒸
気
タ
ー
ビ
ン
本
体
の
車
室
（
ケ
ー
シ
ン
グ
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の
を
含
む
。
）
又
は
こ
れ
が
収
め
ら
れ
て
い
る

筐
体
の
外
部
に
飛
散
し
な
い
構
造
を
有
す
る
も
の

六

同
一
の
火
力
発
電
所
の
構
内
（
こ
れ
に
準
ず
る
区
域
内
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
設
置
さ
れ
た
労
働
安
全
衛
生
法
（

昭
和
四
十
七
年
法
律
第
五
十
七
号
）
の
適
用
を
受
け
る
ボ
イ
ラ
ー
か
ら
蒸
気
の
供
給
を
受
け
、
当
該
蒸
気
の
汽
力
を
直
接

そ
の
原
動
力
と
す
る
も
の
又
は
同
一
の
火
力
発
電
所
の
構
内
以
外
か
ら
電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号

）
、
労
働
安
全
衛
生
法
若
し
く
は
熱
供
給
事
業
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
適
用
を
受
け
る
ボ
イ
ラ
ー
に
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よ
り
蒸
気
の
供
給
を
受
け
、
当
該
蒸
気
の
汽
力
を
直
接
そ
の
原
動
力
と
す
る
も
の

七

液
化
ガ
ス
用
気
化
器
に
よ
り
気
化
し
た
熱
媒
体
の
蒸
気
の
汽
力
を
そ
の
原
動
力
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る

要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の

イ

液
化
ガ
ス
用
気
化
器
に
よ
り
気
化
し
た
熱
媒
体
に
係
る
加
熱
用
熱
源
が
輻
射
熱
を
用
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
又
は
水

若
し
く
は
蒸
気
を
用
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ

熱
媒
体
と
し
て
一
般
高
圧
ガ
ス
保
安
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
通
商
産
業
省
令
第
五
十
三
号
）
第
二
条
第
一
項
第
四
号

に
規
定
す
る
不
活
性
ガ
ス
（
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
毒
性
ガ
ス
を
除
く
。
）
を
用
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ハ

熱
媒
体
が
漏
え
い
し
た
場
合
の
窒
息
そ
の
他
の
危
害
を
防
止
す
る
た
め
適
切
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

（
小
型
の
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
を
原
動
力
と
す
る
火
力
発
電
所
）

第
四
条

規
則
第
五
十
二
条
第
一
項
の
表
第
二
号
及
び
第
六
号
の
小
型
の
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
を
原
動
力
と
す
る
火
力
発
電
所
は
、

当
該
火
力
発
電
所
を
構
成
す
る
火
力
設
備
の
全
て
が
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

一

発
電
機
と
接
続
し
て
得
ら
れ
る
電
気
の
出
力
が
三
百
キ
ロ
ワ
ッ
ト
未
満
の
も
の

二

最
高
使
用
圧
力
が
千
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
未
満
の
も
の
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三

最
高
使
用
温
度
が
摂
氏
千
四
百
度
未
満
の
も
の

四

発
電
機
と
一
体
の
も
の
と
し
て
一
の
筐
体
に
収
め
ら
れ
て
い
る
も
の
そ
の
他
の
一
体
の
も
の
と
し
て
設
置
さ
れ
る
も
の

。
た
だ
し
、
燃
料
設
備
及
び
ば
い
煙
処
理
設
備
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

五

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
の
損
壊
そ
の
他
の
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
も
、
当
該
事
故
に
伴
っ
て
生
じ
た
破
片
が
当
該
設

備
の
外
部
に
飛
散
し
な
い
構
造
を
有
す
る
も
の

（
小
型
の
水
力
発
電
設
備
等
）

第
五
条

規
則
第
五
十
六
条
の
表
第
四
号
及
び
第
五
号
の
小
型
の
水
力
設
備
は
、
第
二
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず

れ
に
も
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

２

規
則
第
五
十
六
条
の
表
第
四
号
及
び
第
五
号
の
特
定
の
施
設
内
に
設
置
さ
れ
る
水
力
設
備
は
、
第
一
条
各
号
に
掲
げ
る
施

設
の
い
ず
れ
か
に
設
置
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

（
小
型
の
汽
力
を
原
動
力
と
す
る
火
力
設
備
）

第
六
条

規
則
第
五
十
六
条
の
表
第
六
号
及
び
第
七
号
の
小
型
の
汽
力
を
原
動
力
と
す
る
火
力
設
備
は
、
第
三
条
第
一
号
か
ら

第
五
号
ま
で
及
び
第
六
号
又
は
第
七
号
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。
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（
小
型
の
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
を
原
動
力
と
す
る
火
力
設
備
）

第
七
条

規
則
第
五
十
六
条
の
表
第
六
号
及
び
第
七
号
の
小
型
の
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
を
原
動
力
と
す
る
火
力
設
備
は
、
第
四
条
各

号
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

（
液
化
ガ
ス
を
熱
媒
体
と
し
て
用
い
る
小
型
の
汽
力
を
原
動
力
と
す
る
火
力
発
電
所
）

第
八
条

規
則
第
七
十
九
条
第
一
号
及
び
第
九
十
四
条
第
一
号
の
液
化
ガ
ス
を
熱
媒
体
と
し
て
用
い
る
小
型
の
汽
力
を
原
動
力

と
す
る
火
力
発
電
所
は
、
当
該
火
力
発
電
所
を
構
成
す
る
火
力
設
備
の
全
て
が
第
三
条
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
及
び
第
七

号
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

（
小
型
の
水
力
発
電
所
の
発
電
設
備
等
）

第
九
条

規
則
別
表
第
二
の
発
電
所
の
項
第
二
号
（
一
）
下
欄
の

の
小
型
の
水
力
発
電
所
の
発
電
設
備
は
、
当
該
発
電
設
備

（１）

を
構
成
す
る
水
力
設
備
の
全
て
が
第
二
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
も
の
と
す
る
。

２

規
則
別
表
第
二
の
発
電
所
の
項
第
二
号
（
一
）
下
欄
の

の
特
定
の
施
設
内
に
設
置
さ
れ
る
水
力
発
電
所
の
発
電
設
備
は

（１）

、
当
該
発
電
設
備
を
構
成
す
る
水
力
設
備
の
全
て
が
第
一
条
各
号
に
掲
げ
る
施
設
の
い
ず
れ
か
に
設
置
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

（
小
型
の
汽
力
を
原
動
力
と
す
る
火
力
発
電
所
の
発
電
設
備
）
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第
十
条

規
則
別
表
第
二
の
発
電
所
の
項
第
二
号
（
一
）
下
欄
の

の
小
型
の
汽
力
を
原
動
力
と
す
る
火
力
発
電
所
の
発
電
設

（２）

備
は
、
当
該
発
電
設
備
を
構
成
す
る
火
力
設
備
の
全
て
が
第
三
条
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
及
び
第
六
号
又
は
第
七
号
に
掲

げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

附

則

抄
（
令
和
三
年
経
済
産
業
省
告
示
第
六
十
一
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
告
示
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
よ
り
施
行
す
る
。

附

則
（
令
和
四
年
経
済
産
業
省
告
示
第
二
百
二
号
）

こ
の
告
示
は
、
高
圧
ガ
ス
保
安
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
七
十
四
号
）
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲

げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
五
年
三
月
二
十
日
）
か
ら
施
行
す
る
。


